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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおいて、合計されるピクセル強度値に関連付けられる第１の結果を
生成するよう合計されるエリア動作にしたがってピクセルの第１のエリアを評価すること
、前記ピクセルの第１のエリアは、第１の時間におけるシーンに対応する、と、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価すること、前記ピクセルの第２のエリアは、前記第１の時間の後の第２の時間におけ
る前記シーンに対応する、と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間における差異と比較することに基づ
いて前記シーンの背景部分または前記シーンの前景部分のうちの１つと、前記ピクセルの
第２のエリアが対応することを決定することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、前記ピクセル強度
値を合計することによって評価され、前記シーンは、前景オブジェクトを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、請
求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記モバイルデバイスにおいて、仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　をさらに備え、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスに関連する地表のロケーションを推定することと、
　前記地表の前記推定されるロケーションに基づいて、仮想オブジェクトのロケーション
を決定することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記地表の前記ロケーションを推定することは、
　前記モバイルデバイスのセンサを使用して、前記地表に関して前記モバイルデバイスの
縦範囲の角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を含み、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することとをさらに備える、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して前記シーンに関連付けられる深度プ
ロファイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、請求項１に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記深度プロファイルを決定することに応じて少なくともいくらかの前記前景部分の解
像度を増大させることをさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記シーンは、前記前景部分および前記背景部分を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記モバイルデバイスによって、前記第１の時間において前記シーンの第１の領域に対
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応する前記ピクセルの第１のエリアを決定することと、
　前記モバイルデバイスによって、前記第２の時間において前記シーンの前記第１の領域
に対応する前記ピクセルの第２のエリアを決定することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ピクセルの第１のエリアは、第１の方向付けを有する前記シーンの第１の画像に関
連付けられ、前記ピクセルの第２のエリアは、第２の方向付けを有する前記シーンの第２
の画像に関連付けられ、前記第１の方向付けは、前記第２の方向付けとは異なる、請求項
１に記載の方法。
【請求項１６】
　マーカから独立している前記仮想オブジェクトの動きを決定することをさらに備え、前
記動きは、画像の領域内におけるピクセル強度の変化の程度に基づいて決定される、請求
項４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記合計されるエリア動作にしたがって前記ピクセルの第１のエリアを評価することは
、前記第１のエリアのピクセル毎に、前記第１の結果を生成するよう前記ピクセルの左に
互いのピクセルの前記ピクセル強度値を合計することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記合計されるエリア動作にしたがって前記ピクセルの第１のエリアを評価することは
、前記第１のエリアのピクセル毎に、前記第１の結果を生成するよう前記ピクセルの上、
かつ前記ピクセルの左に互いのピクセルの前記ピクセル強度値を合計することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　合計されるピクセル強度値に関連づけられる第１の結果を生成するよう合計されるエリ
ア動作にしたがってピクセルの第１のエリアを評価するよう構成され、第２の結果を生成
するようピクセルの第２のエリアを評価するようさらに構成される評価器、ここにおいて
、前記ピクセルの第１のエリアは、第１の時間におけるシーンに対応し、前記ピクセルの
第２のエリアは、前記第１の時間の後の第２の時間における前記シーンに対応する、と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいて前
記シーンの背景部分または前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエ
リアが対応することを決定するよう構成されるプロセッサと
　を備える、モバイルデバイス。
【請求項２０】
　前記評価器は、前記ピクセルの第１のエリアの第１のピクセルの前記ピクセル強度値を
合計するように、および前記ピクセルの第２のエリアの第２のピクセルの前記ピクセル強
度値を合計するようにさらに構成される、請求項１９に記載のモバイルデバイス。
【請求項２１】
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、請
求項２０に記載のモバイルデバイス。
【請求項２２】
　前記前景部分、前記背景部分、および仮想オブジェクトを含む画像を表示するよう構成
されるディスプレイをさらに備える、請求項１９に記載のモバイルデバイス。
【請求項２３】
　前記仮想オブジェクトは、前記プロセッサによって実行される拡張現実アプリケーショ
ンに関連付けられる、請求項２２に記載のモバイルデバイス。
【請求項２４】
　地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するよう構成されるセンサと
、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離



(4) JP 6077121 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

を推定するよう構成され、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範囲に対し
て垂直である、前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記
中心から前記地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定するようさらに構成
される推定器と
　をさらに備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、請求項１９に記載の
モバイルデバイス。
【請求項２５】
　複数の初期画像をキャプチャするよう構成されるカメラをさらに備え、前記プロセッサ
は、前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するようさらに構成される、請
求項１９に記載のモバイルデバイス。
【請求項２６】
　前記プロセッサは、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数の部分が
前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初期背景モ
デルと比較するようさらに構成される、請求項２５に記載のモバイルデバイス。
【請求項２７】
　前記プロセッサは、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して前記複数の部分の
各々を生成するようさらに構成される、請求項２６に記載のモバイルデバイス。
【請求項２８】
　前記シーンに関連付けられる深度データを生成するよう構成されるステレオカメラと、
　前記前景部分の境界を決定するよう構成される深度評価器と
　をさらに備え、前記境界は、前記深度データに基づいて決定される、請求項１９に記載
のモバイルデバイス。
【請求項２９】
　前記深度評価器は、前記深度データを決定することに応じて少なくともいくらかの前記
前景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、請求項２８に記載のモバイルデバ
イス。
【請求項３０】
　合計されるピクセル強度値に関連付けられる第１の結果を生成するよう合計されるエリ
ア動作にしたがってピクセルの第１のエリアを評価するための、さらに第２の結果を生成
するようピクセルの第２のエリアを評価するための手段、ここにおいて、前記ピクセルの
第１のエリアは、第１の時間におけるシーンに対応し、前記ピクセルの第２のエリアは、
前記第１の時間の後の第２の時間における前記シーンに対応する、と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいて前
記シーンの背景部分または前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエ
リアが対応することを決定するための手段と
　を備える、モバイルデバイス。
【請求項３１】
　前記評価器は、前記ピクセルの第１のエリアの第１のピクセルの前記ピクセル強度値を
合計するように、および前記ピクセルの第２のエリアの第２のピクセルの前記ピクセル強
度値を合計するようにさらに構成される、請求項３０に記載のモバイルデバイス。
【請求項３２】
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、請
求項３１に記載のモバイルデバイス。
【請求項３３】
　前記前景部分、前記背景部分、および仮想オブジェクトを含む画像を表示するための手
段をさらに備える、請求項３０に記載のモバイルデバイス。
【請求項３４】
　前記仮想オブジェクトは、拡張現実アプリケーションに関連付けられる、請求項３３に
記載のモバイルデバイス。
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【請求項３５】
　地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するための手段と、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定し、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範囲に対して垂直である、
前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記地
表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定するようさらに構成されるための手
段と
　をさらに備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、請求項３０に記載の
モバイルデバイス。
【請求項３６】
　複数の初期画像をキャプチャするための手段をさらに備え、前記決定するための手段は
、前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するよう構成される、請求項３０
に記載のモバイルデバイス。
【請求項３７】
　前記決定するための手段は、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数
の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初
期背景モデルと比較するようさらに構成される、請求項３６に記載のモバイルデバイス。
【請求項３８】
　前記決定するための手段は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して前記複数
の部分の各々を生成するようさらに構成される、請求項３７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３９】
　前記シーンに関連付けられる深度データを生成するための手段と、
　前記前景部分の境界を決定するための手段と
　をさらに備え、前記境界は、前記深度データに基づいて決定される、請求項３０に記載
のモバイルデバイス。
【請求項４０】
　前記決定するための手段は、前記深度データを決定することに応じて少なくともいくら
かの前記前景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、請求項３９に記載のモバ
イルデバイス。
【請求項４１】
　モバイルデバイスにおいて、合計されるピクセル強度値に関連付けられる第１の結果を
生成するよう合計されるエリア動作にしたがってピクセルの第１のエリアを評価すること
、前記ピクセルの第１のエリアは、第１の時間におけるシーンに対応する、と、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価すること、前記ピクセルの第２のエリアは、前記第１の時間の後の第２の時間におけ
る前記シーンに対応する、と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいて前
記シーンの背景部分または前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエ
リアが対応することを決定することと
　をプロセッサに行わせるためにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する、コンピ
ュータ可読非一時的媒体。
【請求項４２】
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、請求項４１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４３】
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、請
求項４２に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４４】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、
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　仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　を前記プロセッサに行わせ、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、請求
項４１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４５】
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、請求項４４に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４６】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、
　前記モバイルデバイスに関連する地表のロケーションを推定することと、
　前記地表の前記推定されるロケーションに基づいて、仮想オブジェクトのロケーション
を決定することと
　を前記プロセッサに行わせる、請求項４１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４７】
　前記地表の前記ロケーションを推定することは、
　前記モバイルデバイスのセンサを使用して、前記地表に関して前記モバイルデバイスの
縦範囲の角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を含み、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、請求項４６に記載のコンピ
ュータ可読非一時的媒体。
【請求項４８】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
　を前記プロセッサに行わせる、請求項４１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項４９】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することと
　を前記プロセッサに行わせる、請求項４８に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項５０】
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、請求項４９に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項５１】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して前記シーンに関連付けられる深度プ
ロファイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　を前記プロセッサに行わせ、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される
、請求項４１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【請求項５２】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、さらに、前記深度プロファイルに
基づいて少なくともいくらかの前記前景部分の解像度を増大させることを前記プロセッサ
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に行わせる、請求項５１に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１２年９月１１日に出願された「DEVICE AND METHOD FOR AUGMEN
TED REALITY APPLICATIONS FOR MOBILE DEVICES」と題する米国仮特許出願第６１／６９
９，６１５号、および２０１２年１０月１２日に出願された「DEVICES AND METHODS FOR 
AUGMENTED REALITY APPLICATIONS」と題する米国非仮特許出願第１３／６５１，０９８号
からの優先権を主張し、各々の内容は全体において本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般的に、モバイルデバイスのための拡張現実アプリケーションに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]技術における進歩は、より小型で、より強力な計算デバイスをもたらした。例え
ば、小型で軽量、かつユーザによって容易に持ち運ばれるポータブルワイヤレス電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、およびページングデバイスのような、ワイヤレス計算デバイスを
含む、様々なポータブルパーソナル計算デバイスが現在において存在する。より具体的に
は、セルラ電話およびインターネットプロトコル（ＩＰ）電話のような、ポータブルワイ
ヤレス電話は、ワイヤレスネットワーク上で音声およびデータパケットを通信することが
できる。さらに、多くのそのようなワイヤレス電話は、そこに組み込まれる他のタイプの
デバイスを含む。例えば、ワイヤレス電話はまた、デジタルスチルカメラ、デジタルビデ
オカメラ、デジタルレコーダ、およびオーディオファイルプレーヤを含むことができる。
また、そのようなワイヤレス電話は、インターネットにアクセスするよう使用されること
ができる、ウェブブラウザアプリケーションのような、ソフトウェアアプリケーションを
含む、実行可能命令を処理することができる。そのため、これらのワイヤレス電話は、有
意の計算能力を含むことができる。
【０００４】
　[0004]いくつかの電子デバイスは、現実に基づく画像またはビデオに対してコンピュー
タによって生成される画像を追加するよう拡張現実アプリケーションを使用する。例えば
、モバイルデバイスのカメラが目標エリアに向けられる場合、ゲームは、コンピュータに
よって生成される「仮想」オブジェクトを追加することによって画像を拡張する間に、モ
バイルデバイスのディスプレイ上において目標エリアの画像を再生しうる。そのようなア
プリケーションは、電子デバイスの有意な処理リソースを消費し、ユーザと仮想オブジェ
クトとの間の相互作用の検出についての課題を提示しうる。
【０００５】
　[0005]いくつかの電子デバイスは、ロケーション検出を可能にするよう「マーカ」を利
用する。例えば、モバイルデバイスのユーザは、モバイルデバイスのアプリケーションに
よって認識可能なサイズおよびパターンを有する画像を印刷しうる。モバイルデバイスの
カメラがマーカに向けられる場合、アプリケーションは、マーカとモバイルデバイスとの
間の距離を推定するようマーカを「見」うる。しかしながら、そのようなマーカを使用す
ることは、ユーザにとって不便かつ厄介となりうる。加えて、アプリケーションが処理さ
れる間にモバイルデバイスがマーカに関して移動しうるため、モバイルデバイスは、地表
または他の表面のロケーションを再推定するようマーカを繰り返し再評価する必要があり
うる。
【発明の要約】
【０００６】
　[0006]本開示にしたがったモバイルデバイスは、拡張現実アプリケーションの効率的な
処理を可能にするよう１つまたは複数の技法を利用しうる。少なくともいくつかの実施形
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態において、１つまたは複数の技法は、マーカを利用することなくユーザと「仮想オブジ
ェクト」との間の相互作用を可能にする。例えば、モバイルデバイスは、表示されるべき
画像に関連付けられる背景を効率的に分ける（例えば、減算する）よう積分画像技法を使
用しうる。別の例として、モバイルデバイスは、モバイルデバイスに関連する地表のロケ
ーションを決定するようセンサデータを利用しえ、したがって、マーカを使用することな
く地表上において仮想オブジェクトの配置を可能にする。別の例として、モバイルデバイ
スは、興味のあるシーンに関連付けられる深度情報（例えば、深度プロファイル）を決定
するようステレオカメラを使用しうる。深度情報は、仮想オブジェクトの位置（例えば、
仮想オブジェクトが前景オブジェクトの前に表示されるか、または前景オブジェクトによ
って遮られるかどうか）を決定するよう使用されうる。
【０００７】
　[0007]特定の実施形態において、方法は、モバイルデバイスにおいて、第１の結果を生
成するようピクセルの第１のエリアを評価することを含む。方法はさらに、モバイルデバ
イスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価することを含む
。しきい値を第１の結果と第２の結果との間の差異と比較することに基づいて、ピクセル
の第２のエリアがシーンの背景部分またはシーンの前景部分に対応するという決定がなさ
れる。
【０００８】
　[0008]別の特定の実施形態において、モバイルデバイスは、第１の結果を生成するよう
ピクセルの第１のエリアを評価するよう構成される評価器を含む。評価器はさらに、第２
の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するよう構成される。モバイルデバ
イスはさらに、しきい値を第１の結果と第２の結果との間の差異と比較することに基づい
てピクセルの第２のエリアがシーンの背景部分またはシーンの前景部分に対応することを
決定するよう構成される論理を含む。
【０００９】
　[0009]別の特定の実施形態において、モバイルデバイスは、第１の結果を生成するよう
ピクセルの第１のエリアを評価するための、さらに第２の結果を生成するようピクセルの
第２のエリアを評価するための手段を含む。モバイルデバイスはさらに、しきい値を第１
の結果と第２の結果との間の差異と比較することに基づいてピクセルの第２のエリアがシ
ーンの背景部分またはシーンの前景部分に対応することを決定するための手段を含む。
【００１０】
　[0010]別の特定の実施形態において、コンピュータ可読非一時的媒体は、モバイルデバ
イスにおいて、第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価することと、モ
バイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価する
こととを行うようモバイルデバイスのプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。命
令はさらに、しきい値を第１の結果と第２の結果との間の差異と比較することに基づいて
ピクセルの第２のエリアがシーンの背景部分またはシーンの前景部分に対応することを決
定するようプロセッサによってさらに実行可能である。
【００１１】
　[0011]別の特定の態様において、方法は、モバイルデバイスのセンサを使用して、地表
に関してモバイルデバイスの縦範囲の角度を決定することを含む。方法はさらに、地表に
関して第１の距離を推定することを含む。第１の距離は、モバイルデバイスの中心から地
表への第１の投影に関連付けられ、第１の投影は、モバイルデバイスの縦範囲に対して垂
直である。第２の距離は、角度および第１の距離に基づいて推定される。第２の距離は、
モバイルデバイスの中心から地表への第２の投影に関連付けられ、第２の投影は、地表に
対して垂直である。
【００１２】
　[0012]別の特定の態様において、モバイルデバイスは、地表に関してモバイルデバイス
の縦範囲の角度を決定するよう構成されるセンサを含む。モバイルデバイスはさらに、推
定器を含む。推定器は、モバイルデバイスの中心から地表への第１の投影に関連付けられ
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る第１の距離を推定し、第１の投影は、モバイルデバイスの縦範囲に対して垂直である。
推定器はさらに、角度および第１の距離に基づいて、モバイルデバイスの中心から地表へ
の第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定する。第２の投影は、地表に対して垂直
である。
【００１３】
　[0013]別の特定の態様において、モバイルデバイスは、地表に関してモバイルデバイス
の縦範囲の角度を決定するための手段を含む。モバイルデバイスはさらに、第１の距離を
推定するための、および角度ならびに第１の距離に基づいて第２の距離を推定するための
手段を含む。第１の距離は、モバイルデバイスの中心から地表への第１の投影に関連付け
られ、第１の投影は、モバイルデバイスの縦範囲に対して垂直である。第２の距離は、モ
バイルデバイスの中心から地表への第２の投影に関連付けられる。第２の投影は、地表に
対して垂直である。
【００１４】
　[0014]特定の態様において、コンピュータ可読非一時的媒体は、モバイルデバイスのセ
ンサを使用して、地表に関してモバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するようモバイル
デバイスのプロセッサによって実行可能な命令を記憶する。命令はさらに、第１の距離を
推定するよう、および角度ならびに第１の距離に基づいて第２の距離を推定するようプロ
セッサによって実行可能である。第１の距離は、モバイルデバイスの中心から地表への第
１の投影に関連付けられ、第１の投影は、モバイルデバイスの縦範囲に対して垂直である
。第２の距離は、モバイルデバイスの中心から地表への第２の投影に関連付けられる。第
２の投影は、地表に対して垂直である。
【００１５】
　[0015]開示される実施形態のうちの少なくとも１つによって提供される１つの特定の利
点は、画像の前景および背景部分の効率的な識別である。例えば、少なくとも１つの例示
的な実施形態にしたがって、モバイルデバイスは、画像の前景および背景部分を効率的に
識別するよう、積分画像技法のような、ピクセル強度の合計技法を使用する。さらに、少
なくともいくつかの開示される実施形態は、マーカの使用を必要としない拡張現実アプリ
ケーションの使用を可能にし、それにより、ユーザのために拡張現実アプリケーションを
より便利にする。
【００１６】
　[0016]本開示の他の態様、利点、および特徴は、次のセクションである、図面の簡単な
説明、発明を実施するための形態、および特許請求の範囲を含む、本願全体のレビュー後
に明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】シーンの画像を生成するためのシーンおよびモバイルデバイスの特定の実施形態
の図である。
【図２Ａ】図１のモバイルデバイスの特定の実施形態のブロック図である。
【図２Ｂ】図１のモバイルデバイスの別の特定の実施形態のブロック図である。
【図２Ｃ】図１のモバイルデバイスの別の特定の実施形態のブロック図である。
【図３Ａ】１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃ、またはそれらの組み合わせのモバイ
ルデバイスの動作の方法の特定の実施形態のフローチャートである。
【図３Ｂ】１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃ、またはそれらの組み合わせのモバイ
ルデバイスの動作の方法の別の特定の実施形態のフローチャートである。
【図４】地表のロケーションを推定するためのモバイルデバイスの特定の実施形態のブロ
ック図である。
【図５】１つまたは複数の図１、２Ａ－２Ｃ、および４、またはそれらの組み合わせのモ
バイルデバイスの動作の方法の特定の実施形態のフローチャートである。
【図６】ステレオカメラデータに関連付けられる深度プロファイルに基づいて画像を生成
するためのモバイルデバイスの特定の実施形態のブロック図である。
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【図７】ステレオカメラデータに基づいて図６の画像の一部の解像度を増大することを例
示する特定の例のブロック図である。
【図８】１つまたは複数の図１、２Ａ－２Ｃ、４、および６、またはそれらの組み合わせ
のモバイルデバイスのような、モバイルデバイスの動作の方法の特定の実施形態のフロー
チャートである。
【図９】１つまたは複数の図１、２Ａ－２Ｃ、４、および６、またはそれらの組み合わせ
のモバイルデバイスのような、モバイルデバイスの特定の実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　[0029]図１は、モバイルデバイス１０４およびシーン１０８の特定の例示的な実施形態
を図示する。図１の特定の例において、モバイルデバイス１０４は、カメラ１１０、評価
器１２０、背景／前景分析器１４０、およびディスプレイ１５０を含む。シーン１０８は
、背景オブジェクト１６０、前景オブジェクト１７０、およびロケーション１８０を含み
うる。ロケーション１８０は、ディスプレイ１５０の動作に関連して以下においてさらに
記述されるように、例えば、拡張現実アプリケーションに関連して、ディスプレイ１５０
において表示されるべき仮想オブジェクトに対応しうる。例えば、ディスプレイ１５０は
、シーン１０８に対応する画像１５０を表示しうる。
【００１９】
　[0030]動作時に、カメラ１１０は、シーン１０８の画像をキャプチャしうる。例えば、
カメラ１１０は、第１の時間においてピクセル１１２（例えば、行列または表のような、
複数のピクセル）の第１のエリアを生成しうる。別の例として、カメラ１１０は、第１の
時間とは異なる時間（例えば、第１の時間の後の第２の時間）において、ピクセル１１４
の第２のエリアを生成しうる。ピクセル１１２の第１のエリアは、第１の時間においてモ
バイルデバイス１０４およびシーン１０８の方向付け（orientation）（例えば、測位）
に関連付けられうる。ピクセル１１４の第２のエリアは、第２の時間においてモバイルデ
バイス１０４およびシーン１０８の方向付け（例えば、測位）に関連付けられうる。少な
くとも１つの実施形態において、ピクセル１１２、１１４のエリアは各々、少なくとも図
２Ａに関連して以下においてさらに記述されるように、背景オブジェクト１６０に対応す
る画像１５２の背景部分を決定するよう使用される。少なくとも別の実施形態において、
ピクセル１１２、１１４の１つまたは複数のエリアは、少なくとも図２Ｂおよび２Ｃに関
連して以下においてさらに記述されるように、前景オブジェクト１７０に対応する画像１
５２の前景部分を決定するよう使用される。
【００２０】
　[0031]評価器１２０は、第１の結果１２２を生成するよう、動作にしたがってピクセル
１１２の第１のエリアを評価しうる。少なくとも１つの実施形態において、動作は、ピク
セル１１２の第１のエリアのピクセル強度を合計するピクセル強度の合計動作である。例
えば、動作は、（合計されるエリア動作としても周知である）積分画像動作であり、第２
の結果１２２は、ピクセル１１２の第１のエリアに関連付けられる（合計されるエリア表
としても周知である）積分画像でありうる。ピクセル１１２の第１のエリアの位置（ｍ，
ｎ）における積分画像は、以下のようでありうる。
【数１】

【００２１】
　[0033]ここで、Ｉ（ｘ，ｙ）は、ピクセル１１２の第１のエリア内における位置（ｘ，
ｙ）を有するピクセル強度値である。それ故に、積分画像動作は、各値がピクセル１１２
の第１のエリアの特定のピクセルに対応する位置を有する複数の値（例えば、表）を生成
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し、（特定のピクセルを含む）特定のピクセルの「左上の」ピクセル１１２の第１のエリ
アのそれらのピクセル強度値の合計を示しうる。さらに例示するために、特定の積分画像
動作の例は、図２Ａ－２Ｃに関連してさらに記述される。評価器１２０はまた、第２の結
果１２４を生成するよう動作にしたがってピクセル１１４の第２のエリアを評価しうる。
第２の結果１２４は、ピクセル１１４の第２のエリアに関連付けられる積分画像でありう
る。
【００２２】
　[0034]背景／前景分析器１４０は、評価器１２０に応答しうる。特定の実施形態におい
て、背景／前景分析器１４０は、１つまたは複数の画像１５２の背景部分および画像１５
２の前景部分を生成するよう、結果１２２、１２４のような、結果を比較する。例えば、
背景／前景分析器１４０は、結果１２２、１２４間の差異を決定するよう結果１２２、１
２４を比較しうる。少なくとも１つの実施形態において、背景／前景分析器１４０は、結
果１２４が１つまたは複数の背景オブジェクト１６０および前景オブジェクト１７０に対
応するかどうかを決定するよう差異をしきい値（例えば、所定のしきい値）と比較する。
少なくとも１つの実施形態において、使用されるしきい値は、割合（例えば、結果１２２
、１２４間における割合の差異）である。
【００２３】
　[0035]背景／前景分析器１４０によって使用されるしきい値は、特定のコンテキストお
よびアプリケーションによって決定されうる（例えば、実験的に決定されうる）。少なく
とも１つの実施形態において、しきい値は、キャプチャされる画像に関連して「適応性が
ある」。例えば、背景および前景がより異なる場合（例えば、前景および背景が異なる色
である場合）、しきい値は、増大されうる。背景および前景がより異ならない場合（例え
ば、背景および前景が同様の色である場合）、しきい値は、減少されうる。特定の例示的
な実施形態において、しきい値は、１と２５５との間におけるように、「最小」値と「最
大」値との間において可変でありうる（例えば、しきい値は、２０に設定されうる）。そ
れ故に、背景／前景分析器１４０は、前景と背景との間の差異を追跡し、それに応じてし
きい値を調整しうる。背景／前景分析器１４０はまた、図２Ａ－２Ｃに関連してさらに記
述されるように、画像１５２の背景部分を決定するために使用される第１または「背景」
しきい値および画像１２５の前景部分を決定するための第２のまたは「前景」しきい値の
ような、多数のしきい値を利用しうる。
【００２４】
　[0036]特定の例としてさらに例示するために、ピクセル１１２の第１のエリアが第１の
時間においてシーン１０８の第１の領域（例えば、カメラ１１０によってキャプチャされ
る画像の複数の領域のうちの１つ）に対応し、ピクセル１１４の第２のエリアが第２の時
間においてシーンの第１の領域に対応する場合、その後、差異が低い（例えば、しきい値
を上回らない）ことが決定される場合、シーンの第１の領域は、第１の時間と第２の時間
との間において比較的変わらないまたは安定することが決定されうる。シーン１０８の第
１の領域は、キャプチャされる画像の選択される部分であり、選択される部分は、キャプ
チャされる各部分を評価するよう動作中に変更されうる。それ故に、第１の領域は、シー
ン１０８の背景部分として（例えば、背景オブジェクト１６０の一部として）識別されう
る。そのような変わらないオブジェクトの例は、図１内において図示される太陽でありう
る。差異が高くなるよう決定される（例えば、しきい値を上回る）場合、シーン１０８の
第１の領域は、第１の時間と第２の時間との間において移動または変化したと決定されう
る。それ故に、第１の領域は、シーン１０８の前景部分として（例えば、前景オブジェク
ト１７０の一部として）識別されうる。（例えば、拡張現実ゲームに関連して）「仮想サ
ッカー」のゲームを行うユーザは、前景オブジェクトがしきい値を上回りうる動きを示し
うるアプリケーションの例である。
【００２５】
　[0037]第１の領域に関連して記述される画像の前景および背景部分を識別する前述の技
法はまた、シーン全体の前景および背景部分を識別するよう、直列または並列に、シーン
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の１つまたは複数の追加領域に適用されうる。少なくとも１つの実施形態において、シー
ン１０８のキャプチャされる画像の各領域は、キャプチャされる画像の背景および／また
は前景部分を識別するためにシーン１０８の少なくとも１つの前のキャプチャされる画像
の対応する領域と比較されうる。
【００２６】
　[0038]ディスプレイ１５０は、画像１５２を表示するよう背景／前景分析器１４０に応
答しうる。画像１５２は、シーン１０８に対応しうる。例えば、図１の特定の例示におい
て、画像１５２は、背景オブジェクト１６０に対応する背景部分（すなわち、太陽）、前
景オブジェクト１７０に対応する前景部分（すなわち、ユーザ）、およびロケーション１
８０に対応する仮想オブジェクト（すなわち、ゲームのような、拡張現実アプリケーショ
ンに関連して生成されるボール）を含む。モバイルデバイス１０４の動作の例は、図２Ａ
－２Ｃに関連してさらに記述される。
【００２７】
　[0039]図１に関連して記述される前述の技法がモバイルデバイス１０４のための簡略化
される背景／前景分析を可能にしうることが認識されるだろう。例えば、オブジェクトの
動きは、画像の領域内におけるピクセル強度の変化の程度に基づいて決定されうる。上記
の方法の使用によって、モバイルデバイス１０４が動いており、拡張現実アプリケーショ
ンを処理する間に、モバイルデバイス１０４は、方向付け（orientation）およびロケー
ションデータを繰り返し再評価することを避けうる。それ故に、背景／前景分析の計算的
な効率は、改善される。
【００２８】
　[0040]図２Ａは、図１に関連して記述されるモバイルデバイス１０４の特定の例示的な
実施形態を図示する。図２Ａのモバイルデバイス１０４の様々なコンポーネントおよび機
能性は、図１に関連して記述されうる。例えば、図２Ａのモバイルデバイス１０４は、カ
メラ１１０、評価器１２０、背景／前景分析器１４０、およびディスプレイ１５０を含み
うる。図２Ａの特定の例において、評価器１２０は、以下においてさらに説明されるよう
に、積分画像動作のような、動作を遂行するよう回路２０４を含む。さらに、図２Ａの特
定の例において、背景／前景分析器１４０は、以下においてさらに説明されるように、連
続する積分画像間における少なくとも１つの差異を背景しきい値と比較することに基づい
て背景モデル２１２を決定するよう構成されうる、比較回路１３０を含む。
【００２９】
　[0041]動作時において、評価器１２０は、カメラ１１０によって各々生成されるピクセ
ル１１２Ａの第１のエリアおよびピクセル１１４Ａの第２のエリアに応答しうる。例えば
、回路２０４は、それぞれ、第１の結果１２２Ａおよび第２の結果１２４Ａを生成するよ
うピクセル１１２Ａ、１１４Ａのエリアに基づいて動作を遂行しうる。少なくとも１つの
実施形態において、ピクセル１１２Ａ、１１４Ａのエリアおよび結果１２２Ａ、１２４Ａ
は、それぞれ、図１のピクセル１１２、１１４のエリアおよび結果１１２、１２４に対応
する。少なくとも１つの実施形態において、回路２０４によって遂行される動作は、積分
画像動作であり、第１の結果１２２Ａは、ピクセル１１２Ａの第１のエリアに関連付けら
れる積分画像であり、第２の結果１２４Ａは、ピクセル１１４Ａの第２のエリアに関連付
けられる積分画像である。例示するために、ピクセル１１２Ａの第１のエリアがピクセル
強化値の行列によって表される場合、ピクセル１１２Ａの第１のエリアの位置（ｍ，ｎ）
における積分画像は、以下のようでありうる。
【数２】

【００３０】
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　[0043]Ｉ（ｘ，ｙ）は、ピクセル強化値の行列内における位置（ｘ，ｙ）を有するピク
セル強度値である。例えば、回路２０４に入力される以下のピクセル強化値の行列のため
に、
【数３】

【００３１】
　[0045]回路２０４は、対応する積分画像が以下のようになるよう決定しうる。
【数４】

【００３２】
　[0047]少なくとも１つの実施形態において、背景／前景分析器１４０は、背景モデル２
１２を生成するよう回路２０４によって出力される結果（例えば、結果１２２Ａ、１２４
Ａ）に応答する。１つの例にしたがって、比較回路１３０は、結果１２２Ａ、１２４Ａ間
の差異を決定しうる。背景モデル（すなわち、「背景しきい値」）を決定することに関連
付けられるしきい値を差異が上回らない場合、ピクセル１１２Ａ、１１４Ａのエリアは、
シーンの実質的に「安定した」または「一様の」画像（例えば、図１のシーン１０８の背
景オブジェクト１６０）を表すという決定がなされうる。実質的に「安定した」または「
一様の」画像を取得する際に、ピクセル１１２Ａ、１１４Ａおよび結果１２２Ａ、１２４
Ａの１つまたは複数のエリアは、背景モデル２１２を構築するよう、（例えば、拡張現実
アプリケーションに関連して）背景モデル２１２を使用してディスプレイ１５０において
背景部分をレンダリングするよう、またはそれらの組み合わせを行うよう使用されうる。
【００３３】
　[0048]少なくとも１つの実施形態において、背景モデル２１２は、モバイルデバイス１
０４において記憶され（例えば、図２Ａの例内において図示されるように、背景／前景分
析器１４０によって記憶され）、少なくとも図２Ｂおよび２Ｃに関連してさらに記述され
るように、その後の計算内において使用される。例えば、結果１２４Ａは、モバイルデバ
イス１０４において（例えば、背景モデル２１２のような、背景モデルの一部として）記
憶されえ、少なくとも図２Ｂおよび２Ｃに関連してさらに記述されるように、画像の前景
部分を決定するよう使用される。さらなる実施形態にしたがって、背景モデルは、図２Ａ
のモバイルデバイス１０４のような、モバイルデバイスによって送信および受信されうる
。またさらなる実施形態にしたがって、前述の技法の代替としてまたはそれに加えて、背
景モデルは、図８に関連してさらに記述されるように、「ユーザ指定（user designation
）」技法に基づいて生成されうる。
【００３４】
　[0049]差異がしきい値を上回る場合、ピクセル１１２Ａ、１１４Ａのエリアは、シーン
の実質的に「安定した」または「一様の」画像を表さず、シーンの追加の画像は、（例え
ば、カメラ１１０に（または、図９に関連してさらに記述されるように、カメラ１１０に
関連付けられるカメラ制御器に）信号を送信することによって）キャプチャされえ、追加
の画像は、ピクセルの実質的に「安定した」または「一様の」セット（例えば、背景モデ
ル）が取得されるまで分析されるという決定がなされうる。
【００３５】
　[0050]特定の実施形態において、差異がしきい値より大きいまたは等しいことを決定す
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る背景／前景分析器１４０に応答して、背景／前景分析器１４０は、ピクセル１１４Ａの
第２のエリアが前景部分に対応することを決定しうる。前景部分の決定は、少なくとも図
２Ｂおよび２Ｃに関連してさらに記述される。
【００３６】
　[0051]図２Ａに関連して記述される積分画像技法が計算的にロバストであり、モバイル
デバイス１０４のための簡略化される背景／前景分析を可能にしうることが認識されるだ
ろう。例えば、オブジェクトの動きは、マーカのロケーションおよび位置に基づく代わり
に、画像の領域内におけるピクセル強度の変化の程度（例えば、変化の程度がしきい値を
上回るかどうか）に基づいて決定されうる。モバイルデバイスが動く間、および拡張現実
アプリケーションを処理する間に、図２Ａのモバイルデバイス１０４がマーカの方向付け
（orientation）およびロケーションを繰り返し再評価することを避けうるため、背景モ
デル２１２を生成する計算的な複雑性は、低減されうる。
【００３７】
　[0052]図２Ｂは、図１に関連して記述されるモバイルデバイス１０４の特定の例示的な
実施形態を図示する。図２Ｂのモバイルデバイス１０４の様々なコンポーネントおよび機
能性は、図１および２Ａに関連して記述されうる。例えば、図２Ｂのモバイルデバイス１
０４は、カメラ１１０、評価器１２０、背景／前景分析器１４０、およびディスプレイ１
５０を含みうる。図２Ｂの特定の例において、評価器１２０は、図２Ａの回路２０４を含
む。さらに、図２Ｂの特定の例において、背景／前景分析器１４０は、以下においてさら
に説明されるように、積分画像と背景モデルとの間の差異を前景しきい値と比較すること
よって前景／背景部分を決定するよう構成されうる、図２Ａの比較回路１３０を含む。
【００３８】
　[0053]動作時において、評価器１２０は、カメラ１１０によって各々生成される、ピク
セル１１２Ｂの第１のエリアおよびピクセル１１４Ｂの第２のエリアに応答しうる。例え
ば、回路２０４は、それぞれ、第１の結果１２２Ｂおよび第２の結果１２４Ｂを生成する
ようピクセル１１２Ｂ、１１４Ｂのエリアに基づいて動作を遂行しうる。少なくとも１つ
の実施形態において、ピクセル１１２Ｂ、１１４Ｂのエリアおよび結果１２２Ｂ、１２４
Ｂは、それぞれ、図１のピクセル１１２、１１４のエリアおよび結果１１２、１２４に対
応する。少なくとも１つの実施形態において、回路２０４によって遂行される動作は、積
分画像動作であり、第１の結果１２２Ｂは、ピクセル１１２Ｂの第１のエリアに関連付け
られる積分画像であり、第２の結果１２４Ｂは、ピクセル１１４Ｂの第２のエリアに関連
付けられる積分画像である。
【００３９】
　[0054]少なくとも１つの実施形態において、図２Ｂの比較回路１３０は、前景モデルを
決定するよう動作の結果（例えば、結果１２２Ｂ、１２４Ｂ）を背景モデル２１２と比較
するよう構成される。例えば、特定の例示的な実施形態にしたがって、比較回路１３０は
、第１の差異（例えば、２つの画像積分間における差異）を決定するよう第１の結果１２
２Ｂを背景モデル２１２（または背景モデル２１２の一部）と比較しうる。前景モデル（
すなわち、「前景しきい値」）に関連付けられるしきい値を第１の差異が上回らない場合
、背景／前景分析器１４０は、第１の差異に基づいて、第１の結果１２２Ｂがシーンの前
景部分（例えば、図１のシーン１０８の前景オブジェクト１７０、またはその一部）に対
応しないことを決定しうる。すなわち、第１の結果１２２Ｂが背景モデル２１２と「同様
である」または実質的に「一致する」ことを第１の差異が示すため、背景／前景分析器１
４０は、ピクセル１１２Ｂの第１のエリアがシーンの前景オブジェクトに対応しない（例
えば、動くユーザのような、「動的」オブジェクト、またはその一部に対応しない）こと
を決定しうる。
【００４０】
　[0055]前述の例に続き、第１の結果１２２Ｂが前景しきい値を上回らないことを決定す
ることに応答して、背景／前景分析器１４０は、カメラ１１０にピクセル１１４Ｂの第２
のエリアをキャプチャさせうる。比較回路は、ピクセル１１４Ｂの第２のエリアに基づい
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て回路２０４によって生成される第２の結果１２４Ｂに応答しうる。比較回路１４０は、
第２の差異を生成するよう第２の結果１２４Ｂを背景モデル２１２と比較しうる。第２の
差異が前景しきい値を上回る場合、背景／前景分析器１４０は、第２の差異に基づいて、
第２の結果１２４Ｂが背景モデル２１２と実質的に「一致」しないまたは「同様」でない
ことを決定しうる。背景／前景分析器１４０はしたがって、ピクセル１１４Ｂの第２のエ
リアがシーンの前景オブジェクトに対応する（例えば、動くユーザのような、「動的」オ
ブジェクト、またはその一部に対応する）ことを決定しうる。１つまたは複数のピクセル
１１４Ｂの第２のエリアおよび第２の結果１２４Ｂは、例えば、拡張現実アプリケーショ
ンに関連して、ディスプレイ１５０において前景オブジェクトの表示をレンダリングする
よう使用されうる。
【００４１】
　[0056]図２Ｂに関連して記述される技法がモバイルデバイスのための簡略化される前景
モデル生成を可能にしうることが認識されるだろう。例えば、オブジェクトの動きは、マ
ーカのロケーションおよび位置に基づく代わりに、画像の領域内におけるピクセル強度の
変化の程度（例えば、変化の程度がしきい値を上回るかどうか）に基づいて決定されうる
。モバイルデバイスが動く間、および拡張現実アプリケーションを処理する間に、モバイ
ルデバイスがマーカの方向付け（orientation）およびロケーションを繰り返し再評価す
ることを避けうるため、背景／前景文分析の計算的な複雑性は、低減されうる。
【００４２】
　[0057]少なくとも１つの実施形態において、第１の差異がしきい値を上回らないことを
決定することに応答して、第１の結果１２２Ｂはまた、一部（例えば、サブブロック）に
「再分割」されうる。１つまたは複数の再分割された一部は、背景モデル２１２と比較さ
れうる。そのような技法は、少なくとも図２Ｃに関連してさらに記述される。
【００４３】
　[0058]図２Ｃは、図１に関連して記述されるモバイルデバイス１０４の特定の例示的な
実施形態を図示する。図２Ｃのモバイルデバイス１０４の様々なコンポーネントおよび機
能性は、図１、２Ａ、および２Ｃに関連して記述されうる。例えば、図２Ｃのモバイルデ
バイス１０４は、カメラ１１０、評価器１２０、背景／前景分析器１４０、およびディス
プレイ１５０を含みうる。図２Ｃの特定の例において、評価器１２０は、図２Ａおよび２
Ｂの回路２０４を含み、さらに記憶デバイス２１６を含む。背景／前景分析器１４０は、
図２Ａおよび２Ｂの回路１３０の比較を含み、さらに高速積分画像計算器２２０を含みう
る。高速積分画像計算器２２０は、以下においてさらに記述されるように、１つの加算動
作および２つの減算動作を使用して「高速積分画像動作」を遂行するよう構成される回路
を含みうる。
【００４４】
　[0059]動作時において、カメラ１１０は、図１のシーン１０８のような、シーンの画像
をキャプチャしうる。例えば、ピクセル１１２Ｃの第１のエリアは、第１の時間において
キャプチャされるシーンの画像に対応しうる。回路２０４は、第１の結果１２２Ｃを生成
するようピクセル１１２Ｃの第１のエリア上において動作を遂行しうる。ピクセル１１２
Ｃの第１のエリアおよび第１の結果１２２Ｃは、それぞれ、図１のピクセル１１２の第１
のエリアおよび第１の結果１２２に対応しうる。
【００４５】
　[0060]特定の実施形態において、ピクセル１１２Ｃの第１エリアは、カメラ１１０によ
ってキャプチャされる画像全体のピクセルに対応し、第１の結果１２２Ｃは、画像全体に
関連付けられる積分画像に対応する（例えば、第１の結果１２２Ｃは、「高レベル」の積
分画像でありうる）。背景／前景分析器１４０は、回路２０４によって生成される高レベ
ルの積分画像に応答しうる。少なくとも１つの実施形態において、高速積分画像計算器２
２０は、第１の結果１２２Ｃを一部（例えば、サブブロック）に分割し、一部の各々に関
連付けられるそれぞれの積分画像を計算しうる。
【００４６】
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　[0061]例示的な、非限定的な例として、ピクセル１１２Ｃの第１のエリアが４×４の行
列である場合、以下の通りとなる。
【数５】

【００４７】
　[0063]その後、回路２０４は、第１の結果１２２Ｃが以下のような４×４の行列に関連
付けられる「高レベル」の積分画像になるよう計算しうる。
【数６】

【００４８】
　[0065]背景／前景分析器１４０は、第１の結果１２２Ｃが背景モデル２１２と「一致」
するかどうかを決定するよう、（例えば、しきい値を使用して）図１、２Ａ、および２Ｂ
に関連して記述される１つまたは複数の技法のような、適切な技法を使用して、第１の結
果１２２Ｃを背景モデル２１２と比較しうる。第１の結果１２２Ｃが背景モデル２１２と
「一致」することを比較回路１３０が決定しない場合、高速積分画像計算器２２０は、第
１の結果１２２Ｃに基づいて１つまたは複数の「サブ部分」または「サブ積分画像」（例
えば、ピクセル１１２Ｃの第１のエリアのピクセルのサブセットの積分画像）を生成し、
１つまたは複数のサブ積分画像を背景モデル２１２と比較しうる。特定の実施形態におい
て、高速積分画像計算器は、以下の式にしたがって１つまたは複数のサブ積分画像を計算
する。
【００４９】
　[0066]ａ＋ｄ－ｂ－ｃ
【００５０】
　[0067]ｄは、サブ積分画像が計算されるべき第１の結果１２２Ｃの一部に関連付けられ
る右下の値であり、ａ、ｂ、およびｃは、それぞれ、一部の左上、右上、および左下にあ
る第１の結果１２２Ｃの一部の「外部」にある境界値である。先の例示的な、非制限的な
例に続き、さらに例示するために、第１の結果１２２Ｃが以下のようである場合、

【数７】

【００５１】
　[0069]４つの２×２のサブ積分画像は各々、第１の結果１２２Ｃに基づいて決定される
ことができ、すなわちそれは、それぞれ、左上、右上、左下、および右下のサブ積分画像
のための１１＋０－０－０＝１１、１５＋０‐０－１１＝４、１９＋０－１１－０＝８、
および３０＋１１－１５－１９＝７である。
【００５２】
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　[0070]１つまたは複数のそのようなサブ積分画像は、「一致」を決定するよう背景モデ
ル２１２と比較されうる。特定の実施形態において、サブ積分画像は、背景モデル２１２
の「近隣部分」（例えば、サブ積分画像の所定の範囲内の部分）と比較される。例として
、「左上」の２×２のサブ積分画像は、背景モデル２１２の「左上」の２×２部分と比較
されうる。１つまたは複数のサブ積分画像が背景モデル２１２と一致する場合、１つまた
は複数のサブ積分画像は、背景に対応するよう決定されうる。どのサブ積分画像も背景モ
デル２１２と一致しない場合、第１の結果１２２Ｃはさらに、より小さいサブ積分画像に
再分割されることができる。図３Ｂに関連してさらに記述されるように、どの部分も背景
モデル２１２と「一致」しないよう決定される場合、第１の結果１２２Ｃは、前景部分（
例えば、動く「動的」オブジェクト）に対応するよう決定されうる。
【００５３】
　[0071]図２Ｃに関連して記述される技法が背景モデル（例えば、背景モデル２１２）を
用いてピクセル（例えば、ピクセル１１２Ｃの第１のエリア）の高速比較を可能にしうる
ことは、認識されるべきである。例えば、少なくとも１つの実施形態において、例えば、
高速積分画像計算器２２０を使用して、任意のサブ積分画像を生成するよう使用されうる
、「高レベル」の積分画像のみが記憶される（例えば、記憶デバイス２１６において記憶
される）。特定の例示的な実施形態にしたがって、第１の結果１２２Ｃを生成した後、ピ
クセル１１２Ｃの第１のエリアは、（例えば、サブ積分画像が高レベルの積分画像の代わ
りに基づいて生成されうるため）追加の積分画像生成のために使用されない。それ故に、
図２Ｃに関連して記述される計算的に効率的な技法（例えば、１つの加算動作および２つ
の減算動作を使用するサブ積分画像生成）に起因して、拡張現実アプリケーションは、処
理され、結果は（例えば、ディスプレイ１５０において）、より迅速にレンダリングされ
、したがって、モバイルデバイス１０４のユーザにより現実的な拡張現実エクスペリエン
スを提供しうる。
【００５４】
　[0072]図３Ａを参照すると、１つまたは複数の図１、２Ａ、２Ｂ、および２Ｃのモバイ
ルデバイス１０４の動作の方法の特定の例示的な実施形態は、図示され、一般的に３００
に指定される。方法３００は、３０４において、第１の結果（例えば、第１の結果１２２
）を生成するようモバイルデバイス１０４において、ピクセルの第１のエリア（例えば、
ピクセル１１２の第１のエリア）を評価することを含む。方法３００はさらに、３０８に
おいて、第２の結果（例えば、第２の結果１２４）を生成するようモバイルデバイスにお
いて、ピクセルの第２のエリア（例えば、ピクセル１１４の第２のエリア）を評価するこ
とを含む。
【００５５】
　[0073]３１２において、しきい値を第１の結果と第２の結果との間の差異（例えば、比
較回路１３０によって決定される差異）と比較することに基づいて、ピクセルの第２のエ
リアは、シーンの背景部分（例えば、シーン１０８の背景オブジェクト１６０）またはシ
ーンの前景部分（例えば、シーン１０８の前景オブジェクト１７０）に対応するという決
定がなされる。少なくとも１つの実施形態において、決定は、差異がしきい値を上回るか
または上回らないかどうかに基づいてなされる。
【００５６】
　[0074]図３Ｂを参照すると、１つまたは複数の図１、２Ａ、２Ｂ、および２Ｃのモバイ
ルデバイス１０４の動作の方法の別の特定の例示的な実施形態は、図示され、一般的に３
５０に指定される。方法３５０は、３０２において、シーンの複数の初期画像をキャプチ
ャすることを含む。初期画像は、ピクセル１１２、１１４のエリアを含みうる。シーンは
、シーン１０８でありうる。初期画像は、カメラ１１０によってキャプチャされうる。
【００５７】
　[0075]３０６において、第１のしきい値を上回らない複数の初期画像間における少なく
とも１つの差異に基づいて、複数の初期画像のうちの少なくとも１つは、シーンの背景部
分に対応するという決定がなされる。例えば、複数の初期画像は、「安定した」画像（例
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えば、背景オブジェクト１６０のような、画像の背景部分）に対応するという決定がなさ
れうる。少なくとも１つの実施形態において、比較回路１３０は、少なくとも１つの差異
が図２Ａに関連して記述される１つまたは複数の技法を使用して第１のしきい値を上回ら
ないことを決定する。
【００５８】
　[0076]３１０において、背景モデル（例えば、背景モデル２１２）は、複数の初期画像
のうちの少なくとも１つに基づいて生成される。背景モデルは、シーンに関連付けられる
第１の積分画像を含みうる。さらなる実施形態にしたがって、図８に関連してさらに記述
されるように、背景モデルは、ユーザ入力にしたがって生成されうる。
【００５９】
　[0077]方法３５０はさらに、３１４において、シーンに関連付けられる第２の画像を（
例えば、カメラ１１０によって）キャプチャすることおよび第２の画像に関連付けられる
第２の積分画像を決定することを含む。第２の積分画像は、図２Ｂおよび２Ｃに関連して
記述される結果１２２Ｂ、１２４Ｂ、および１２２Ｃのいずれかでありうる。
【００６０】
　[0078]３１８において、第２の積分画像は、サイズｎを有する１つまたは複数の部分に
区分（例えば、分割）され、１つまたは複数の部分の各々は、第１の積分画像の近隣部分
（例えば、所定の範囲内の部分）と比較される。サイズｎは、１つまたは複数の部分の長
さ（例えば、列の数）、１つまたは複数の部分の高さ（例えば、行の数）、またはそれら
の組み合わせでありうる。例示的な、非限定的な例として、第２の積分画像が４×４の行
列である場合、第２の積分画像は、１つまたは複数の２×２の部分に区分されうる。少な
くとも１つの実施形態において、第２の積分画像は、図２Ｃに関連して記述される「高速
積分画像」技法にしたがって区分される。例えば、１つまたは複数の部分は、図２Ｃに関
連して記述される「サブ積分画像」であり、図２Ｃに関連して記述されるように、例えば
、ａ＋ｄ－ｂ－ｃにしたがって、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して各々生
成されうる。
【００６１】
　[0079]３２２において、１つまたは複数の部分のいずれかが第１の積分画像と「一致」
するかどうかという決定がなされる。例えば、第２の差異を生成するよう１つまたは複数
の部分を第２のしきい値と比較し、第２の差異が第２のしきい値を上回るかどうかを決定
することにより、図１、および２Ａ－２Ｃに関連して記述される１つまたは複数の技法に
したがって、決定がなされうる。１つまたは複数の部分のいずれかが第１の積分画像と一
致する場合、部分は、シーンの背景部分に対応する（例えば、シーン１０８の、背景オブ
ジェクト１６０、またはそれらの部分に対応する）という決定がなされうる。
【００６２】
　[0080]どの１つまたは複数の部分も背景モデルと一致しない場合、ｎは、３３０におい
て、低減され、第２の積分画像は、３１８において、再区分されうる。すなわち、第２の
積分画像のより小さい（例えば、より微細な）部分は、生成され、第１の積分画像の近隣
部分と比較されうる。少なくとも１つの実施形態において、第１の積分画像は、近隣部分
を生成するよう「高速積分画像」技法にしたがって区分されうる。図３Ｂの特定の実施形
態において、３３４において、第１の積分画像の部分と第２の積分画像の部分との間にお
いて一致が決定されることができず、ｎが所定のフロア値ｍに低減された場合（例えば、
ｍ＝１）、３３８において、第２の積分画像は、シーンの前景部分に対応する（例えば、
シーン１０８の、前景オブジェクト１７０、またはそれらの部分に対応する）よう決定さ
れうる。
【００６３】
　[0081]例示の利便性のために、前述の区分技法は、「対称的な」区分（例えば、４×４
の行列を４つの２×２の部分に区分すること）に関して記述されてきたが、少なくともい
くつかのアプリケーションにおいて、積分画像は、「非対称的に」区分されうる（例えば
、「余り」部分は、１つまたは複数の他の部分のサイズｎとは異なるサイズを有する）。
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そのような「余り」部分が図３Ｂに関連して記述される技法にしたがって背景モデルに対
して「一致」されうることは、認識されるべきである。
【００６４】
　[0082]図４は、地表４０８のロケーションを推定するよう構成されるモバイルデバイス
４０４の特定の例示的な実施形態を図示する。モバイルデバイス４０４は、１つまたは複
数の図１および２Ａ－２Ｃのモバイルデバイス１０４（または別のモバイルデバイス）で
ありうる。モバイルデバイス４０４は、図１および２Ａ－２Ｃのディスプレイ１５０のよ
うな、ディスプレイを含みうる。モバイルデバイス４０４はさらに、カメラ４０２（例え
ば、ステレオカメラ）、センサ４１２、モバイルデバイス４０４のユーザの身長の指示４
１６、および推定器４２０を含みうる。少なくとも１つの実施形態において、カメラ４０
２は、図１に関連して記述されるカメラ１１０である。カメラ４０２は、オートフォーカ
ス機能４２４（例えば、カメラ４０２にカメラ４０２の視野内におけるオブジェクトに自
動的にフォーカスさせる論理）を含みうる。センサ４１２は、ジャイロスコープ、加速度
器、動きセンサ、またはそれらの組み合わせのような、モバイルデバイス４０４の位置お
よび／または動きを検出するよう構成されるセンサでありうる。図４の例内において示さ
れるように、モバイルデバイス４０４の縦範囲４２８は、（例えば、モバイルデバイス４
０４がユーザによって操作される間）地表４０８に関連する角度θにしたがって位置付け
られうる。
【００６５】
　[0083]動作時において、センサ４１２は、地表４０８に関連する縦範囲４２８の角度θ
を決定しうる。推定器４２０は、モバイルデバイス４０４の中心４３６から（またはカメ
ラ４０２の中心から）地表４０８への第１の投影４３２に関連付けられる第１の距離Ｌ１

の第１の推定値４４４を生成しうる。第１の投影４３２は、縦範囲４２８に対して垂直で
ある。第１の推定値４４４は、モバイルデバイス４０４のカメラ４０２によって提供され
るステレオカメラデータを使用して、モバイルデバイスのオートフォーカス機能４２４を
使用して、またはそれらの組み合わせで生成されうる。
【００６６】
　[0084]推定器４２０はさらに、角度θおよび第１の推定値４４４に基づいて、モバイル
デバイス４０４の中心４３６から地表４０８への第２の投影４４０に関連付けられる第２
の距離Ｌ２の第２の推定値４４８を生成しうる。第２の投影４４０は、地表４０８に対し
て垂直である。少なくとも１つの実施形態において、推定器４２０は、Ｌ２＝Ｌ１（ｃｏ
ｓ（θ））にしたがって第２の推定値４４８を生成する。代替としてまたはそれに加えて
、推定器４２０は、モバイルデバイス４０４のユーザの身長の指示４１６に基づいて第２
の推定値４４８を生成し、第１の推定値４４４は、第２の推定値４４８に基づいて決定さ
れうる。例えば、（図４内において示されない）ステレオカメラを含まないモバイルデバ
イスのために、第２の推定値４４８は、モバイルデバイス４０４のユーザの身長の指示４
１６に基づいて生成され、第１の推定値４４４は、Ｌ２／（ｃｏｓ（θ））にしたがって
決定されうる。
【００６７】
　[0085]推定器４２０は、地表４０８の推定されるロケーション４５２を生成しうる。デ
ィスプレイ１５０は、推定されるロケーション４５２に応答し、地表４０８の推定される
ロケーション４５２に基づく地表部分を含む画像４５６を表示しうる。
【００６８】
　[0086]図４に関連して記述される技法がマーカを利用することなしに地表４０８の推定
されるロケーション４５２の生成を可能にしうることは、認識されるだろう。例えば、Ｌ

２＝Ｌ１（ｃｏｓ（θ））にしたがって第２の推定値４４８を生成することは、マーカの
使用なしに遂行されうる。故に、拡張現実アプリケーションの動作は、モバイルデバイス
４０４のユーザのために簡略化され、より便利にされうる。
【００６９】
　[0087]図５を参照すると、図４のモバイルデバイス４０４の動作の方法のフローチャー
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トは、図示され、一般的に５００に指定される。方法５００は、５０４において、モバイ
ルデバイスのセンサ（例えば、センサ４１２）を使用して、地表（例えば、地表４０８）
に関してモバイルデバイス（例えば、モバイルデバイス４０４）の縦範囲（縦範囲４２８
）の角度（例えば、角度θ）を決定することを含む。
【００７０】
　[0088]方法５００はさらに、５０８において、モバイルデバイスの中心（例えば、中心
４３６）から地表への第１の投影（例えば、第１の投影４３２）に関連付けられる第１の
距離（例えば、第１の距離Ｌ１）を推定することを含む。第１の投影は、モバイルデバイ
スの縦範囲に対して垂直である。第１の距離は、モバイルデバイスのステレオカメラ、モ
バイルデバイスのオートフォーカス機能（例えば、オートフォーカル機能４２４）、また
はそれらの組み合わせを使用して推定されうる。
【００７１】
　[0089]５１２において、角度および第１の距離に基づいて、第２の距離（例えば、第２
の距離Ｌ２）は、推定される。第２の距離は、モバイルデバイスの中心から地表への第２
の投影（例えば、第２の投影４４０）に関連付けられる。第２の投影は、地表に対して垂
直である。方法５００はさらに、５１６において、推定される第２の距離に少なくとも部
分的に基づいて仮想オブジェクトのロケーションを決定することを含む。例えば、地表の
距離およびロケーションに基づいて、仮想オブジェクトは、地表面にあるものとして（例
えば、静止したボール）または地表より上にあるものとして（例えば、キックされた後の
ボール）レンダリングされることができる。
【００７２】
　[0090]図６を参照すると、ステレオカメラの深度データに基づいて画像を生成するよう
構成されるモバイルデバイスの特定の実施形態は、図示され、一般的に６００に指定され
る。モバイルデバイス６００は、ステレオカメラ６１０およびステレオカメラ６１０に結
合される深度評価器６２０を含みうる。ステレオカメラ６１０は、第１のレンズ６１６お
よび第２のレンズ６１４のような、多数のレンズを含みうる。深度評価器６２０は、詳細
生成器（detail generator）６２２を含みうる。図６のモバイルデバイス６００の１つま
たは複数の特徴および動作が図１－５に関連して記述される特徴および動作に関連して記
述されうることは、認識されるべきである。例えば、例示を明確にするために図６内にお
いては示されないが、モバイルデバイス６００は、図１、２Ａ－２Ｃ、および４のディス
プレイ１５０を含みうる。
【００７３】
　[0091]動作時において、ステレオカメラ６１０は、シーン（例えば、図１のシーン１０
８）に関連する画像深度データ６１２を生成しうる。画像深度データ６１２は、オブジェ
クト深度を示しうる。深度評価器６２０は、深度プロファイル６２４を生成するよう画像
深度データ６１２に応答しうる。深度プロファイル６２４は、１つまたは複数の画像に関
連する（例えば、図１のピクセル１１２、１１４の１つまたは複数のエリアに関連する）
深度情報を含みうる。少なくとも１つの実施形態において、深度評価器６２０は、深度プ
ロファイル６２４に基づいて、前景部分６３２が仮想オブジェクトの前または後ろにおい
てレンダリングされるべきかどうかを決定するよう構成される。例えば、図６内において
示されるように、深度評価器６２０は、深度プロファイル６２４に基づいて、仮想オブジ
ェクト６３４が前景部分６３２の前においてレンダリングされるべきであると決定しうる
。別の例として、深度評価器６２０は、深度プロファイル６２４に基づいて、仮想オブジ
ェクト６３６が前景部分６３２によって遮られるべきであると決定しうる。
【００７４】
　[0092]少なくとも１つの実施形態において、詳細生成器（detail generator）６６２は
、深度プロファイル６２４に基づいて画像６３０内におけるオブジェクトの解像度を増大
または減少するよう構成されうる。例えば、オブジェクトがモバイルデバイス６００に関
連する大きな深度を有するということを示す深度プロファイルに応答して、詳細生成器（
detail generator）６６２は、オブジェクトが画像背景に対応し、背景部分６３８として
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レンダリングされるべきであるということを決定しうる。別の例として、オブジェクトが
モバイルデバイス６００に関連する小さな深度を有するということを示す深度プロファイ
ルに応答して、詳細生成器（detail generator）６６２は、オブジェクトが画像前景に対
応し、前景部分６４２としてレンダリングされるべきであるということを決定しうる。少
なくとも１つの実施形態において、および図７に関連してさらに記述されるように、前景
部分６４２の境界（例えば、背景部分６３８に関連する前景部分６４２の境界）は、深度
プロファイル６２４に基づいて決定されうる。加えて、図７に関連してさらに記述される
ように、画像６３０の一部の解像度（例えば、前景部分６４２の境界に対応する部分）は
、深度プロファイル６２４に基づいて前景部分６４２の境界を決定することに応じて増大
されうる。
【００７５】
　[0093]図６に関連して記述される技法が深度情報の効率的な生成を可能にすることが認
識されるだろう。例えば、図６の例において、ステレオカメラ６１０の使用は、マーカの
ロケーションおよび位置を分析することなしに深度情報の生成を可能にしうる。さらに、
図７に関連してさらに記述されるように、深度情報は、画像の解像度および品質を選択的
に変更するよう使用されることができる。すなわち、図７に関連してさらに記述されるよ
うに、（例えば、ステレオカメラ６１０を使用して）画像の前景オブジェクトの境界が決
定されると、前景オブジェクトの外部の部分は、解像度において低減されることができ、
境界内の部分は、解像度において増大されることができる。したがって、少なくとも１つ
の実施形態において、追加の処理リソースは、他の部分（例えば、背景部分）にというよ
りはむしろより興味のある部分（例えば、前景部分）に割り振られることができる。
【００７６】
　[0094]図７を参照すると、深度プロファイル６２４に基づいて画像解像度を選択的に変
更するより前および後の図６の画像６３０の部分は、図示され、それぞれ、一般的に６３
０Ａおよび６３０Ｂに指定される。図７内において示されるように、部分６３０Ａは、背
景部分６３８および前景部分６４２を含む。前景部分６４２は境界７１２を含む。境界７
１２は、深度プロファイル６２４に基づいて決定されうる。少なくとも１つの実施形態に
おいて、境界７１２は、しきい値を上回る背景部分６３８および前景部分６４２間におけ
る深度差異に基づいて決定される。
【００７７】
　[0095]境界７１２を決定することに応答して、前景部分６４２の解像度は、選択的に変
更されうる。例えば、前景部分６４２の第１の部分７１６は、境界７１２に基づいて、解
像度において減少、または背景部分として再分類されうる。前景部分６４２の第２の部分
７２０は、境界７１２に基づいて解像度において増大されうる。例えば、少なくとも１つ
の実施形態において、第２の部分７２０は、ブロックベースの解像度からピクセルベース
の解像度に（例えば、粗粒解像度から細粒解像度に）改善される。少なくとも１つの実施
形態において、１つまたは複数の低解像度の画像部分は、図２Ｃに関連して記述されるよ
うに、記憶デバイス２１６において記憶される高レベルの積分画像に基づいて生成される
。それ故に、境界７１２に基づいて前景部分６４２の解像度を選択的に変更することは、
背景部分６３８に関連する前景部分６４２のコントラストを改善し、したがって、画像品
質を改善しうる。
【００７８】
　[0096]図８を参照すると、モバイルデバイスの動作例は、図示され、一般的に８００に
指定される。動作８００は、１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃのモバイルデバイス
１０４、図４のモバイルデバイス４０４、図６のモバイルデバイス６００、またはそれら
の組み合わせによって遂行されうる。
【００７９】
　[0097]例えば、画像は、８０４において、モバイルデバイスのカメラにおいてキャプチ
ャされうる。カメラは、１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃのカメラ１１０、図４の
カメラ４０２、図６のステレオカメラ６１０、またはそれらの組み合わせでありうる。画
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像は、ピクセル１１２、１１４のエリアに対応しうる。
【００８０】
　[0098]動作８００はさらに、８０８において、仮想オブジェクトを生成することを含む
。仮想オブジェクトは、図６の仮想オブジェクト６３４、図６の仮想オブジェクト６３６
、またはそれらの組み合わせでありうる。仮想オブジェクトは、図９に関連してさらに記
述されるように、モバイルデバイスのプロセッサを使用して生成されるコンピュータによ
って生成される仮想オブジェクトでありうる。
【００８１】
　[0099]動作８００はさらに、８１２において、表示されるべき画像の背景モデルを生成
することを含む。少なくとも１つの実施形態において、背景モデルは、ユーザ入力に基づ
いて生成される。例えば、特定の例にしたがって、ユーザは、例えば、拡張現実ゲームに
関連して、背景モデルを指定するよう背景オブジェクト（例えば、背景オブジェクト１０
８）にカメラ１１０を向けうる。そのような背景モデルはまた、例えば、拡張現実ゲーム
に関連して、モバイルデバイス間において送信および受信されうる。背景モデルは、図４
および５に関連して記述される技法にしたがって生成される地表部分を含みうる。背景モ
デルは、図１および２Ａ－２Ｃに関連して記述されるように、第１の結果１２２を生成す
るより前に生成されうる。
【００８２】
　[00100]８１６において、背景モデルは、ピクセル強度の合計技法（例えば、図１－３
に関連して記述される積分画像技法）にしたがって更新される。例えば、ピクセル強度の
合計技法は、差異がしきい値を上回るかどうかに基づいてデータが前景部分（例えば、図
６の前景部分６３２、図６の前景部分６４２、またはそれらの組み合わせ）に対応するこ
とを決定するよう利用されうる。
【００８３】
　[00101]動作８００はさらに、８１８において、仮想オブジェクトを表示されるべき画
像に挿入することを含む。例えば、仮想オブジェクトは、図６の深度プロファイル６２４
に基づいて前景部分の前または後ろにおいて挿入されうる。動作８００はさらに、８２０
において、衝突、ユーザ入力、またはそれらの組み合わせを検出することを含む。例えば
、仮想オブジェクトに対応する前景オブジェクト（例えば、ユーザ）とロケーション（例
えば、図１のロケーション１８０）との間の衝突が検出されうる。
【００８４】
　[00102]動作８００はさらに、８２４において、シーケンス認識を遂行すること、およ
び８２８において、セグメンテーション、深度回復、形状認識、またはそれらの組み合わ
せを遂行することを含みうる。８３２において、出力は、生成される。例えば、画像（例
えば、図１の画像１５２、図６の画像６３０、またはそれらの組み合わせ）は、１つまた
は複数の図１、２Ａ－２Ｃ、および４のディスプレイ１５０において表示されうる。
【００８５】
　[00103]理解されるように、図８の動作８００に基づいてモバイルデバイスを動作する
ことは、拡張現実アプリケーションの効率的な処理を可能にしうる。さらに、拡張現実ア
プリケーションは、ユーザのために利便性および改善された性能を提供しうる、マーカを
利用することなしに処理されうる。
【００８６】
　[00104]図９を参照すると、モバイルデバイスの特定の実施形態のブロック図は、図示
され、一般的に９００に指定される。図９の特定の例において、モバイルデバイス９００
は、図１の評価器１２０、図１の比較回路１３０、図１の背景／前景分析器１４０、図４
の推定器４２０、および図６の深度評価器６２０を含むプロセッサ９１０（例えば、デジ
タル信号プロセッサ）を含む。評価器１２０、比較回路１３０、背景／前景分析器１４０
、推定器４２０、および深度評価器６２０の各々は、ハードウェア、プロセッサ９１０に
よって実行可能な命令、またはそれらの組み合わせを含みうる。
【００８７】
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　[00105]図９はさらに、プロセッサ９１０に結合されるメモリ９３２を図示する。メモ
リ９３２は、命令９５４およびデータ９５６を記憶するよう構成されるコンピュータ可読
非一時的（例えば、有形の）媒体である。命令９５４は、図１－８に関連して記述される
１つまたは複数の動作を遂行するようプロセッサ９１０によって実行可能な命令のような
、画像処理命令を含みうる。命令９５４は、拡張現実アプリケーション（例えば、仮想オ
ブジェクトを生成するようプロセッサ９１０によって実行可能な命令を含むアプリケーシ
ョン）を含みうる。データ９５６は、１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃのピクセル
１１２、１１４のエリア、１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃの結果１１２、１２４
、図６および７の深度プロファイル６２４、またはそれらの組み合わせを含みうる。
【００８８】
　[00106]モバイルデバイス９００は、１つまたは複数の図１、２Ａ－２Ｃ、および４に
関連して記述されるディスプレイ１５０のような、ディスプレイを含みうる。モバイルデ
バイス９００はさらに、カメラ制御器９９０に結合されるカメラ９４６を含みうる。カメ
ラ９４６は、１つまたは複数の図１および２Ａ－２Ｃのカメラ１１０、図４のカメラ４０
２、図６のステレオカメラ６１０、またはそれらの組み合わせでありうる。
【００８９】
　[00107]図９はまた、プロセッサ９１０およびディスプレイ１５０に結合されるディス
プレイ制御器９２６を示す。コード化器／復号器（ＣＯＤＥＣ）９３４はまた、プロセッ
サ９１０に結合されることができる。スピーカ９３６およびマイクロフォン９３８は、Ｃ
ＯＤＥＣ９３４に結合されることができる。図９はさらに、ワイヤレス制御器９４０が、
プロセッサ９１０およびトランシーバ９５０に結合されることができることを示す。トラ
ンシーバ９５０は、アンテナ９４２に結合されうる。
【００９０】
　[00108]特定の実施形態において、プロセッサ９１０、ディスプレイ制御器９２６、カ
メラ制御器９９０、メモリ９３２、ＣＯＤＥＣ９３４、ワイヤレス制御器９４０、および
トランシーバ９５０は、システムインパッケージまたはシステムオンチップのデバイス９
２２内において含まれる。特定の実施形態において、入力デバイス９３０、電源９４４、
およびセンサ（例えば、図４のセンサ４１２）は、システムオンチップのデバイス９２２
に各々結合される。その上、特定の実施形態において、図９内において例示されるように
、ディスプレイ１５０、入力デバイス９３０、スピーカ９３６、マイクロフォン９３８、
アンテナ９４２、電源９４４、およびセンサ４１２は、システムオンチップのデバイス９
２２の外部にある。しかしながら、ディスプレイ１５０、入力デバイス９３０、スピーカ
９３６、マイクロフォン９３８、アンテナ９４２、電源９４４、およびセンサ４１２の各
々は、インターフェースまたは制御器のような、システムオンチップのデバイス９２２の
コンポーネントに結合されることができる。
【００９１】
　[00109]開示される実施形態と連動して、モバイルデバイスは、第１の結果を生成する
ようピクセルの第１のエリアを評価するための手段（例えば、評価器１２０）、さらに第
２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するための手段を含むことが記述
される。モバイルデバイスはさらに、しきい値を第１の結果と第２の結果との間の差異と
比較することに基づいてピクセルの第２のエリアがシーンの背景部分およびシーンの前景
部分のうちの１つに対応することを決定するための手段（例えば、背景／前景分析器１４
０）を含む。
【００９２】
　[00110]開示される実施形態と連動して、モバイルデバイスは、地表（例えば、地表４
０８）に関してモバイルデバイスの縦範囲（例えば、縦範囲４２８）の角度（例えば、角
度θ）を決定するための手段（例えば、センサ４１２）を含むことが記述される。モバイ
ルデバイスはさらに、第１の距離（例えば、第１の距離Ｌ１）を推定するための手段（例
えば、推定器４２０）、および角度ならびに第１の距離に基づいて第２の距離（例えば、
第２の距離Ｌ２）を推定するための手段を含む。第１の距離は、モバイルデバイスの中心
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（例えば、中心４３６）から地表への第１の投影（例えば、第１の投影４３２）に関連付
けられ、第１の投影は、モバイルデバイスの縦範囲に対して垂直である。第２の距離は、
モバイルデバイスの中心から地表への第２の投影（例えば、第２の投影４４０）に関連付
けられる。第２の投影は、地表に対して垂直である。
【００９３】
　[00111]当業者はさらに、本明細書において開示される実施形態に関連して記述される
様々な例示的な論理ブロック、構成、モジュール、回路、アルゴリズムステップが、電子
ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組み合わせとして実装されうる
ことを認識するだろう。様々な例示的なコンポーネント、ブロック、構成、モジュール、
回路、およびステップは、一般的にそれらの機能性の観点から上記において記述された。
そのような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実装されるかどうかは、システ
ム全体上に課せられる設計の制約および特定のアプリケーションに依存する。当業者は、
各特定のアプリケーションのために、様々な方法で記述された機能を実装しうるが、その
ような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきでない。
【００９４】
　[00112]本明細書において開示される実施形態に関連して記述される方法またはアルゴ
リズムのステップは、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフト
ウェアモジュールにおいて、またはこれら２つの組み合わせにおいて、具現化されうる。
ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読
み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可
能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブル読
み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク
、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、または当技術分野において
周知の記憶媒体のあらゆる他の形態内において存在しうる。例示的な非一時的（例えば、
有形的）記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、および情報を書き込む
ことができるように、プロセッサに結合される。代替において、記憶媒体は、プロセッサ
と一体化しうる。プロセッサおよび記憶媒体は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）内に
おいてに存在しうる。ＡＳＩＣは、計算デバイスまたはユーザ端末内において存在しうる
。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、計算デバイスまたはユーザ端末内におい
て個別のコンポーネントとして存在しうる。
【００９５】
　[00113]開示される実施形態の先の記述は、開示される実施形態を製造または使用する
ことを当業者に可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な修正は当業者
に容易に明らかとなり、本明細書に定義された原理は、開示の範囲から逸脱することなく
、他の実施形態に適用されうる。したがって、本開示は、本明細書に示される態様に限定
されるよう意図しておらず、次の特許請求の範囲によって定義されるように原理および新
規な特徴と一致する可能な限り最も広い範囲が付与されるべきである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　モバイルデバイスにおいて、第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価
することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価することと、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間における差異と比較することに基づ
いてシーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと、前記ピクセルの第２
のエリアが対応することを決定することと
を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
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［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ２］に記載の方法。
［Ｃ４］
　コンピュータによって生成される仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　をさらに備え、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ４］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記モバイルデバイスに関連する地表のロケーションを推定することと、
　前記地表の前記推定されるロケーションに基づいて、仮想オブジェクトのロケーション
を決定することと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記地表の前記ロケーションを推定することは、
　前記モバイルデバイスのセンサを使用して、前記地表に関して前記モバイルデバイスの
縦範囲の角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を含み、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、［Ｃ６］に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することと
をさらに備える、［Ｃ８］に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、
［Ｃ９］に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用してシーンに関連付けられる深度プロフ
ァイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ１］に
記載の方法。
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［Ｃ１２］
　前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前景部分の解像度を増
大させることをさらに備える、
［Ｃ１１］に記載の方法。
［Ｃ１３］
　第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価するよう構成され、第２の結
果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するようさらに構成される評価器と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定するよう構成される論理と
を備える、モバイルデバイス。
［Ｃ１４］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ１３］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ１５］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ１４］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ１６］
　前記前景部分、前記背景部分、および仮想オブジェクトを含む画像を表示するよう構成
されるディスプレイをさらに備える、
［Ｃ１３］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ１７］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ１６］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ１８］
　地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するよう構成されるセンサと
、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定するよう構成され、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範囲に対し
て垂直である、前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記
中心から前記地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定するようさらに構成
される推定器と
　をさらに備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、［Ｃ１３］に記載の
モバイルデバイス。
［Ｃ１９］
　複数の初期画像をキャプチャするよう構成されるカメラをさらに備え、前記論理は、前
記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するようさらに構成される、
［Ｃ１３］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２０］
　前記論理は、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数の部分が前記初
期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初期背景モデルと
比較するようさらに構成される、
［Ｃ１９］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２１］
　前記論理は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して前記複数の部分の各々を
生成するようさらに構成される、
［Ｃ２０］に記載のモバイルデバイス。
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［Ｃ２２］
　シーンに関連付けられる深度データを生成するよう構成されるステレオカメラと、
　前記前景部分の境界を決定するよう構成される深度評価器と
をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ１３］に
記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２３］
　前記深度評価器は、前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前
景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、
［Ｃ２２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２４］
　第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価するための、さらに第２の結
果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するための手段と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定するための手段と
を備える、モバイルデバイス。
［Ｃ２５］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ２４］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２６］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ２５］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２７］
　前記前景部分、前記背景部分、および仮想オブジェクトを含む画像を表示するよう構成
されるディスプレイをさらに備える、
［Ｃ２４］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２８］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ２７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ２９］
　地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するよう構成されるセンサと
、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定するよう構成され、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範囲に対し
て垂直である、前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記
中心から前記地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定するようさらに構成
される推定器と
をさらに備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、［Ｃ２４］に記載のモ
バイルデバイス。
［Ｃ３０］
　複数の初期画像をキャプチャするよう構成されるカメラをさらに備え、前記決定するた
めの手段は、前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するようさらに構成さ
れる、
［Ｃ２４］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３１］
　前記決定するための手段は、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数
の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初
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期背景モデルと比較するようさらに構成される、
［Ｃ３０］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３２］
　前記決定するための手段は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して前記複数
の部分の各々を生成するようさらに構成される、
［Ｃ３１］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３３］
　シーンに関連付けられる深度データを生成するよう構成されるステレオカメラと、
　前記前景部分の境界を決定するよう構成される深度評価器と
をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ２４］に
記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３４］
　前記深度評価器は、前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前
景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、
［Ｃ３３］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ３５］
　モバイルデバイスにおいて、第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価
することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価することと、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定することと
　を行うよう前記モバイルデバイスのプロセッサによって実行可能な命令を記憶する、コ
ンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ３６］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ３５］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ３７］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ３６］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ３８］
　コンピュータによって生成される仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、［Ｃ
３５］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
　［Ｃ３９］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ３８］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４０］
　前記モバイルデバイスに関連する地表のロケーションを推定することと、
　前記地表の前記推定されるロケーションに基づいて、仮想オブジェクトのロケーション
を決定することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ３５］に記載
のコンピュータ可読非一時的媒体。
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［Ｃ４１］
　前記地表の前記ロケーションを推定することは、
　前記モバイルデバイスのセンサを使用して、前記地表に関して前記モバイルデバイスの
縦範囲の角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を含み、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、［Ｃ４０］に記載のコンピ
ュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４２］
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ３５］に記載
のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４３］
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ４２］に記載
のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４４］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、［Ｃ４３］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４５］
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用してシーンに関連付けられる深度プロフ
ァイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、前記境界は、前記深
度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ１］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体
。
［Ｃ４６］
　前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前景部分の解像度を増
大させるよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、
［Ｃ４５］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ４７］
　モバイルデバイスのセンサを使用して、地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の
角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、方法。
［Ｃ４８］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して推定される、
［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ４９］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスの前記カメラのオートフォーカス機能を使用
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して決定される、
［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記第２の距離は、前記モバイルデバイスのユーザの身長にさらに基づいて推定される
、
［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５１］
　前記モバイルデバイスのディスプレイにおいて、前記推定される第２の距離によって少
なくとも部分的に決定されるロケーションにおいて地表部分をレンダリングされた画像を
表示することをさらに備える、
［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５２］
　前記モバイルデバイスにおいて、第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを
評価することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価することと、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定することと
をさらに備える、［Ｃ４７］に記載の方法。
［Ｃ５３］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ５２］に記載の方法。
［Ｃ５４］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ５３］に記載の方法。
［Ｃ５５］
　コンピュータによって生成される仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　をさらに備え、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、［Ｃ
５２］に記載の方法。
［Ｃ５６］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ５５］に記載の方法。
［Ｃ５７］
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
をさらに備える、［Ｃ５２］に記載の方法。
［Ｃ５８］
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することと
をさらに備える、［Ｃ５７］に記載の方法。
［Ｃ５９］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
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、
［Ｃ５８］に記載の方法。
［Ｃ６０］
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用してシーンに関連付けられる深度プロフ
ァイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ５２］
に記載の方法。
［Ｃ６１］
　前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前景部分の解像度を増
大させることをさらに備える、
［Ｃ６０］に記載の方法。
［Ｃ６２］
　地表に関してモバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するよう構成されるセンサと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定するよう構成される推定器と
　を備え、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範囲に対して垂直であり、
前記推定器は、前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記
中心から前記地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定するようさらに構成
され、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、モバイルデバイス。
［Ｃ６３］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して推定される、
［Ｃ６２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６４］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスの前記カメラのオートフォーカス機能を使用
して決定される、
［Ｃ６２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６５］
　前記第２の距離は、前記モバイルデバイスのユーザの身長にさらに基づいて推定される
、
［Ｃ６２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６６］
　前記推定される第２の距離によって少なくとも部分的に決定されるロケーションにおい
て地表部分をレンダリングされた画像を表示するよう構成される前記モバイルデバイスの
ディスプレイをさらに備える、
［Ｃ６２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６７］
　第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価するよう構成され、第２の結
果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するようさらに構成される評価器と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定するよう構成される論理と
をさらに備える、［Ｃ６２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６８］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ６７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ６９］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
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［Ｃ６８］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７０］
　前記シーンの画像を表示するよう構成されるディスプレイをさらに備え、前記画像は、
前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、
［Ｃ６７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７１］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ７０］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７２］
　複数の初期画像をキャプチャするよう構成されるカメラをさらに備え、前記論理は、前
記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するようさらに構成される、
［Ｃ６７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７３］
　前記論理は、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数の部分が前記初
期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初期背景モデルと
比較するようさらに構成される、
［Ｃ７２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７４］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、
［Ｃ６７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７５］
　前記シーンに関連付けられる深度データを生成するよう構成されるステレオカメラと、
前記前景部分の境界を決定するよう構成される深度評価器と
　をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ６７］
に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７６］
　前記深度評価器は、前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前
景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、
［Ｃ７５］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７７］
　地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の角度を決定するための手段と、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記中心から前記地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を行うための手段を備え、前記第２の投影は、前記地表に対して直角である、モバイル
デバイス。
［Ｃ７８］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して推定される、
［Ｃ７７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ７９］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスの前記カメラのオートフォーカス機能を使用
して決定される、
［Ｃ７７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８０］
　前記第２の距離は、前記モバイルデバイスのユーザの身長にさらに基づいて推定される
、
［Ｃ７７］に記載のモバイルデバイス。
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［Ｃ８１］
　前記推定される第２の距離によって少なくとも部分的に決定されるロケーションにおい
て地表部分をレンダリングされた画像を表示するよう構成されるディスプレイをさらに備
える、
［Ｃ７７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８２］
　第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを評価するよう構成され、第２の結
果を生成するようピクセルの第２のエリアを評価するようさらに構成される評価器と、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定するよう構成される論理と
をさらに備える、［Ｃ７７］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８３］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ８２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８４］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ８３］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８５］
　前記シーンの画像を表示するよう構成されるディスプレイをさらに備え、前記画像は、
前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、
［Ｃ８２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８６］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、［Ｃ８５］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８７］
　複数の初期画像をキャプチャするよう構成されるカメラをさらに備え、前記論理は、前
記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成するようさらに構成される、
［Ｃ８２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８８］
　前記論理は、前記第１の結果を複数の部分に区分化し、任意の前記複数の部分が前記初
期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複数の部分を前記初期背景モデルと
比較するようさらに構成される、
［Ｃ８２］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ８９］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、
［Ｃ８８］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ９０］
　前記シーンに関連付けられる深度データを生成するよう構成されるステレオカメラと、
　前記前景部分の境界を決定するよう構成される深度評価器と
　をさらに備え、前記境界は、前記深度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ８２］
に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ９１］
　前記深度評価器は、前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前
景部分の解像度を増大させるようさらに構成される、
［Ｃ９０］に記載のモバイルデバイス。
［Ｃ９２］
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　モバイルデバイスのセンサを使用して、地表に関して前記モバイルデバイスの縦範囲の
角度を決定することと、
　前記モバイルデバイスの中心から前記地表への第１の投影に関連付けられる第１の距離
を推定することと、ここにおいて、前記第１の投影は、前記モバイルデバイスの前記縦範
囲に対して垂直である、
　前記角度および前記第１の距離に基づいて、前記モバイルデバイスの前記中心から前記
地表への第２の投影に関連付けられる第２の距離を推定することと
　を行うよう前記モバイルデバイスのプロセッサによって実行可能な命令を記憶し、前記
第２の投影は、前記地表に対して直角である、コンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９３］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用して推定される、
［Ｃ９２］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９４］
　前記第１の距離は、前記モバイルデバイスの前記カメラのオートフォーカス機能を使用
して決定される、
［Ｃ９２］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９５］
　前記第２の距離は、前記モバイルデバイスのユーザの身長にさらに基づいて推定される
、
［Ｃ９２］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９６］
　前記モバイルデバイスのディスプレイにおいて、前記推定される第２の距離によって少
なくとも部分的に決定されるロケーションにおいて地表部分をレンダリングされた画像を
表示するよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、
［Ｃ９２］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９７］
　前記モバイルデバイスにおいて、第１の結果を生成するようピクセルの第１のエリアを
評価することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、第２の結果を生成するようピクセルの第２のエリアを
評価することと、
　しきい値を前記第１の結果と前記第２の結果との間の差異と比較することに基づいてシ
ーンの背景部分および前記シーンの前景部分のうちの１つと前記ピクセルの第２のエリア
が対応することを決定することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ９２］に記載
のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９８］
　前記ピクセルの第１のエリアおよび前記ピクセルの第２のエリアは、ピクセル強度値を
合計することによって評価される、
［Ｃ９７］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ９９］
　前記第１の結果は、ピクセル強度値の合計の第１の表を備える第１の積分画像であり、
前記第２の結果は、ピクセル強度値の合計の第２の表を備える第２の積分画像である、
［Ｃ９８］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ１００］
　コンピュータによって生成される仮想オブジェクトを生成することと、
　前記シーンの画像を前記モバイルデバイスのディスプレイデバイス上において表示する
ことと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、
　前記画像は、前記前景部分、前記背景部分、および前記仮想オブジェクトを含む、［Ｃ
９７］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
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［Ｃ１０１］
　前記仮想オブジェクトは、前記モバイルデバイスの拡張現実アプリケーションに関連付
けられる、
［Ｃ１００］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ１０２］
　前記第１の結果を生成する前に、複数の初期画像をキャプチャすることと、
　前記複数の初期画像に基づいて初期背景モデルを生成することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ９７］に記載
のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ１０３］
　前記第１の結果を複数の部分に区分化することと、
　任意の前記複数の部分が前記初期背景モデルと一致するかどうかを決定するよう前記複
数の部分を前記初期背景モデルと比較することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、［Ｃ１０２］に記
載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ１０４］
　前記複数の部分の各々は、１つの加算動作および２つの減算動作を使用して生成される
、
［Ｃ１０３］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
［Ｃ１０５］
　前記モバイルデバイスのステレオカメラを使用してシーンに関連付けられる深度プロフ
ァイルを生成することと、
　前記前景部分の境界を決定することと
　を行うよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備え、前記境界は、前記深
度プロファイルに基づいて決定される、［Ｃ９７］に記載のコンピュータ可読非一時的媒
体。
［Ｃ１０６］
　前記深度差異を決定することに応じて少なくともいくらかの前記前景部分の解像度を増
大させるよう前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、
［Ｃ１０５］に記載のコンピュータ可読非一時的媒体。
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